
平成２０年６月１７日 
国 土 交 通 省 

 
 

防護対象の核燃料物質の輸送における防護措置の確認 
 
 
防護対象の核燃料物質の輸送における防護措置（以下「防護措置」という。）

については、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による最新の国際的なガイドライン

「核物質防護の勧告」（INFCIRC/225 Rev.4）を踏まえたものとするため、平成

１８年６月、国が定める設計基礎脅威に対する措置、輸送に関する情報管理の

方法の策定、妨害破壊行為等に対応するための緊急時計画の作成等に関する規

定を設ける等、関係省令及び通達を改正して、防護措置の強化を行うとともに、

防護措置が有効に機能することを確認するため、輸送方法の確認及び積付検査

を行っている。 
 
１．防護措置の確認方法 
  防護対象の核燃料物質を輸送する場合には、輸送事業者等は、輸送時の安

全及び防護のために必要な措置を定めた輸送に係る計画書（以下「計画書」

という。）（別紙１参照）を作成し、提出することとなっており、提出された

計画書の内容について、防護措置が適切なものであることを確認したのち、

輸送前に現場において実際の防護措置の確認を行っている。 
 
２．輸送に関する情報の管理 

輸送に関する情報については、原子炉等規制法の改正により、秘密保持義務

に関する規定が新たに設けられたことから、輸送事業者等に対して、関係省庁

から通達「防護対象特定核燃料物質の輸送に係る核物質防護に関する情報の取

扱いについて（平成１７年１１月２８日付）」（別紙２）を発出して、管理すべ

き情報及び情報の取扱いについての周知並びに情報管理の遵守について指導

の徹底を図るとともに、計画書及び現場において適切な情報の管理が行われて

いることの確認を行っている。 
 
３．防護措置の確認の実施 
  防護措置の確認については、防護対象の核燃料物質の輸送について計画書

及び現場の確認を実施しており、陸上輸送については、平成１８年は４５件、

平成１９年は４２件、海上輸送については、平成１８年は６９件、平成１９

年は５９件の確認を行った。航空輸送については、防護対象の核燃料物質の

輸送は行われていない。 
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  別紙１ 
 

 

輸送に係る計画書の確認（海上輸送） 

 

記載事項 確認内容 

１．輸送容器の施錠及び封印 輸送容器の施錠及び封印その他の容易

に開封されないための措置 

（区分Ⅲは、施錠又は封印と同等の措

置） 

２．運送方法 航行時間、経由地、積替回数及び積替

時間が最小となるよう配慮した運送方

法 

３．連絡体制 平時及び緊急時における連絡体制の整

備 

４．情報管理 情報管理者の選任及び情報取扱者の特

定並びに情報管理要領の作成 

５．船積み前の確認 船積み前に実施する妨害破壊行為が着

手されていないことの確認 

６．立入防止 積卸し時及び船内での通関時に行う保

管及び運送時に行う、関係者以外の者

の立ち入りの防止措置 

７．監視及び警戒 不審者、不審船等の接近を早期に発見

するための監視及び警戒 

８．緊急時対応計画 緊急時における対応措置 

９．妨害破壊行為等の脅威に対する措

置 

 

国が定める設計基礎脅威（ＤＢＴ）に

対応するために必要な措置 

 
 
 
 
 
 
 
 












